
届け出に手数料はかかりません。法務省や市区
町村に金銭を支払うよう要求することはありませ
ん。また、届け出しなくても罰則はありません。

詐欺にご注意

本籍地から氏名のフリガナが
通知されます
●問い合わせ先　市民課　戸籍住民班　☎０９６-２４８-１１１3

各支所でもマイナンバーカード
の手続きができます
� ●問い合わせ先　市民課　☎０９６－２４８－１１１3

５月26日に改正戸籍法が施行 更新などはお済みですか

5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載
される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。通
知のフリガナを確認してください。
本市に本籍がある人は、7月下旬頃にハガキでお

知らせします。
▶正しい場合（届け出不要）
改正戸籍法施行日から1年後の令和8年5月26日
（火）以降に戸籍に記載されます。
▶誤っている場合（届け出必要）
改製戸籍法施行日から1年以内
に届け出をしてください。届け
出は、マイナポータルからでき
るようになります。

令和7年度はマイナンバーカード電子証明書の更
新が必要な人が多数いるため、窓口の混雑が予想さ
れます。マイナンバーカードの各種手続きについて
は、市民課だけでなく須屋支所、泉ヶ丘支所、西合
志総合窓口でも手続きが可能です。詳しくはお問い
合わせください。
▶各支所でできるマイナンバーカードの手続き
・�申請（新規）、更新（カードの切り替え）、券面事項
変更（転入、転居、氏変更など）、電子証明書の新
規発行および更新（発行から5年経過）、ロック解
除（暗証番号再設定）、顔認証マイナンバーカード
設定切替申請など。

▶各支所の受付時間
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前8時30分～午後4時30分

※�第2・4日曜日は市民課のみでの受け付け（完全予
約制）となります。電話にて予約ください

合志市制施行20周年記念ロゴマーク決定
� ●問い合わせ先　総務課　総務・男女共同参画班　☎０９６－２４８－１１１２

ロゴマーク・冠称を活用しませんか

市制施行20周年を市民の皆さんと共に祝い、広く
PRするための情報発信ツールとしてロゴマーク作品を
募集したところ、34点の応募がありました。
厳正なる審査の結果、合志市制施行20周年記念ロゴ

マークが決定しました。
ロゴマークは今後、さまざまな記念事業や広報紙な

どで幅広く利用し、市民の皆さんと共に『合志市制施
行20周年』を盛り上げていきます。多数のご応募あり
がとうございました。

市制施行20周年記念冠事業を開催しませんか
本市は令和8年2月27日に市制施行20周年を迎えま

す。5月から令和8年5月に実施予定の事業で、『合
志市制施行20周年記念事業』をイベントなどの名称に
冠した事業を募集します。

▶内容
記念事業の趣旨に賛同したイベント、魅力発信、文
化・スポーツ事業など（新規・既存問わず）

▶支援内容
・�『合志市制施行20周年記念』の冠称およびロゴマーク
含む）の使用

・記念のぼり旗・横断幕の貸し出し

どちらも使用するには、申請が必要
です。詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

▲コンセプトを荒木市長に説明する西田さん
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▲法務省の特設サイト

▲市ホームページ
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